


市町村ＤＸ推進支援業務委託基本契約書（案）

新潟県（以下「甲」という。）〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇（以下「乙」という。）とは、市町村ＤＸ推進支援業務委託について、次の条項により基本契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。

（目的）
第１条　甲は、次に掲げる業務を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(1) 業務の名称　　　市町村ＤＸ推進支援業務
(2) 業務の内容等　　別紙仕様書のとおり

（契約期間）
第２条  本業務の委託契約期間は、契約締結日から令和10年度までとする。

（委託料の限度額）
第３条　委託期間の委託料の限度額は、〇〇〇円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。
２　各年度の委託料の限度額は、次の各号の年度の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
(1) 令和８年度　〇〇〇円（消費税及び地方消費税を含む。）
(2) 令和９年度　〇〇〇円（消費税及び地方消費税を含む。）
(3) 令和10年度　〇〇〇円（消費税及び地方消費税を含む。）
３　甲は、前２項に定める限度額について、甲乙協議の上、変更することができる。

（年度別契約の締結）
第４条　甲及び乙は、両者協議の上、委託期間における各年度の委託契約（以下「年度別契約」という。）を締結する。

（基本契約の解除）
第５条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、この基本協定を解除することができる。
(1) 乙がこの基本契約に違反したとき又は基本契約の履行が不完全だと甲が認めたとき。
(2) 乙が第４条の規定に基づき甲と締結する年度別契約に違反したとき又は年度別契約の履行が不完全だと甲が認めたとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
２ 乙は、前項の規定による基本契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対し、その補償を請求することができない。

（費用の負担）
第８条 この基本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。


（疑義等の決定）
第９条 この基本契約について疑義が生じたとき又はこの基本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。

この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者双方記名押印して、それぞれ１通を保有する（本書を電磁的記録で作成する場合は、当事者双方が電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管する）。


令和　年　月　日


新潟市中央区新光町４番地１
甲　　新潟県
代表者　新潟県知事


住所
乙　　会社名
代表者　職氏名




